
令和元年９月１０日（火曜日）林野庁入札室

前　原　一　彦（公認会計士） 長 谷 部 修（弁護士）

近　田　直　裕（公認会計士、税理士）

平成３１年４月１日～令和元年６月３１日
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（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

事務局：林野庁林政部林政課会計経理第１班

抽出案件

令和元年度第２回林野庁入札等監視委員会　審議概要

開催日及び場所

委員

審議対象期間

審議対象案件
うち、

うち、

うち、

指
名
競
争

公募型指名競争
うち、

工事希望型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随意契約
うち、

業務

一般競争
うち、

指
名
競
争

公募型競争
うち、

簡易公募型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随
意
契
約

公募型プロポーザル
うち、

簡易公募型プロポーザル
うち、

標準型プロポーザル
うち、

その他の随意契約

物品・
役務等

一般競争
うち、

指名競争
うち、

随意契約（企画競争・公募）
うち、

随意契約（その他）
うち、

（特記事項）

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問

・抽出の６件については、落札率の高かった契約等を抽出した。

（別紙のとおり）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

うち、

［これらに対し部局長が講じた措置］

(注)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含
む。）をいう。

回答等

（別紙のとおり）

委員会による意見の具申又は勧告の内容
該当なし



  

意見・質問 

 

回  答 

 委員からの意見

・質問、それに対

する回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出契約について 

〔抽出番号１：森林生態系多様性

基礎調査（第 13 調査区（四国地

区））（第 5 期）〕 

 

 

 

 

 

・再委託費というのは、何を再委託さ

れているのでしょうか。 

 

 

・現地調査の人員として再委託をし

ています。調査範囲が広いため人員

を確保しなければならない場合、ま

た、植物等に関する専門知識が必要

であり、知見を有する者への再委託

が必要となる場合があります。 

 

 

・採点はある委員は 12 点つけていて、

ある委員は 4 点をつけている。ちょっ

と開きがあるので、何か基準があるの

か、それとも全く主観的な採点なので

しょうか。 

 

 

・主観的な採点となります。技術的

な項目の採点において、多様性等に

詳しい方が採点されると足りない

と思われる部分がある一方で、会計

経理に詳しい方から見れば十分だ

ろうという判断もあり、結果として

点数に一定の開きが発生するので

はないかと思います。 

 

 

・競争参加者が 1 者であることと、落

札率が高めであることについて、どう

ご覧になっていますでしょうか。 

 

 

・専門性が高く、全国 15 の調査区

がある中で、四国など遠方となる

と、どうしても事業者は限られてく

るのではないかと思います。 

落札率については、8 割程度であ

り極端に高くはないのかなと感じ

ています。 

 

〔抽出番号２：平成 31 年度森林

施業等による放射性物質拡散防

止等検証事業〕 

 

 

・再委託費について、どういう部分が

再委託になるのでしょうか。 

 

・委託業者が放射性物質の試料の採

取を行い、採取した試料の分析を専

門的な分析が得意な業者に、また、

英訳についても同じ観点から専門

業者に再委託しています。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この事業は平成 23 年度から実施さ

れていますが、毎年同じ事業体が受注

しているのでしょうか。 

 

・平成 23 年度からこの共同事業体

が落札しています。過去には他の業

者が入札に参加したこともありま

すが、今年度は 1 者応札ということ

です。 

 

 

・今回共同企業体ということではある

のですが、入札参加者が 1 者と言うこ

とについてどうご覧になっています

でしょうか。 

 

 

・放射性物質に対する知見と森林施

業に対する知見の両方を持ってい

る業者が少ないということが大き

な原因であると考えています。 

 

〔抽出番号３：令和元年度林野庁

空中写真撮影及びオルソデータ

作成等業務（第 12 奥会津）〕 

 

 

・1 者以外 20 者は全部予定価格以下

となっています。もともとの積算価格

がかなり高かったんじゃないかと考

えますがいかがでしょうか。 

 

・この積算価格を算出した根拠につ

きましては国交省の積算基準の「測

量業務」を基にしています。また人

件費については技術者単価という

ものも国交省公表のものを利用し

ているということで、特別な資料を

以て算出しているわけではありま

せん。 

 

 

・予定価格をもっと低くするような工

夫というのがないと、毎年同じような

ことが繰り返されると思うんですけ

れどもいかがでしょうか。 

 

 

・5 年前の落札率を見ると、低入札

には該当していません。今回、事業

者さんに話を聞くとこの時期は仕

事がすごく少なくて、利益を最低限

にしてでも仕事を取りたいという

ことで、低い価格になったのではな

いかと思います。 

 

 

・低入札調書の「評価」の中に「デジ

タル写真撮影については、撮影拠点に

営業拠点があり・・・」とあるんです

が、営業拠点とは航空機がそこに置い

てあるという意味ではないのでしょ

うか。 

 

 

・ここで言う営業拠点というのは現

地の当日の天候が容易に判断でき

る営業所が近くにあるということ

です。 

 

・契約日が今年の 5 月になっていて納

 

・撮影に非常に時間を要しておりま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期が来年の2月までということになっ

ているのですけれども、これはそれく

らい時間がかかるものなんでしょう

か。 

して、撮れるときは一度飛んでしま

えば1日2日で撮り切ってしまうの

ですけれども、まず快晴の日じゃな

いとだめだということで、ちょっと

でも雲がかかっていると成果とし

てこちらが受け取れないものです

からこうして幅を設けています。 

 

〔抽出番号４：令和元年度流域山

地災害等対策調査（森林保全対策

調査）委託事業〕 

 

 

・入札金額にこれだけ差が出ると言う

ことは、例えば実際に係る時間を3倍、

あるいは間接費を多く見積もったの

かも分かりませんけれども 3～4 倍で

見てしまった結果じゃないかなと思

いますが、そこに齟齬というか、仕事

の中身は変わらないでしょうか。 

 

 

・入札説明会で説明した上で入札を

実施しておりますし、仕事の中身が

変わるということはありません。検

討委員会は仕様書上は３回以上と

いうことでしたが実際には４回に

増やしてやっていますが、問題は出

ておりません。 

 

 

・入札金額にあまりにも差が大きいも

のですから気になったのですけれど

も、技術の点で問題ないとすれば、も

う価格で決まるということでしょう

か。 

 

・これだけのことをやりますと言っ

て、それに対する金額がこれででき

ますということであれば、それでや

ってもらうしかないということで

す。 

 

 

・なぜここだけこんなに低くなったの

かということについてはどのように

ご覧になっていますでしょうか 

 

 

・会社内部の話ですので、我々には

分かりません。 

 

〔抽出番号５：平成 31 年度林野

庁法律顧問業務〕 

 

 

・落札した事務所は従来から行ってい

るのだから、前の年の 1年間の契約書

が 170 万の消費税ですから、200 万と

いうのは前から200万だったんでしょ

うか。 

 

 

・企画競争なので、最初に金額を提

示して、200 万でどれだけできます

かということです。 

 

・価格の設定自体がどのくらいの量で

こういう金額が出てきたのかという

 

・特に回数の縛りはないのですけれ

ども、価格の積算については過去の



ことを教えていただけますでしょう

か。 

 

相談回数の平均に、日本弁護士連合

会のアンケートから1時間当たりの

相談単価を使って、一回あたり相談

時間2時間程度ということで価格を

出しております。 

 

 

・林野行政などにも精通されている方

でということなので、そんなに数多く

詳しい方がいらっしゃるわけではな

いとは思うんですが、それでも今回 2

つの事務所だけということでずいぶ

ん少ない感じもするのですけれども

この辺はどうご覧になっているでし

ょうか。 

 

 

・弁護士会が都内に 3 つあるという

ことでそこにご協力いただいてホ

ームページに載せていただいたり

もしておりますが、それでも今回 2

者だけだったということです。 

〔抽出番号６：平成 31 年度市町

村支援技術者養成事業〕 

 

 

・再委託の業務の内容はどういったも

のでしょうか。 

 

 

・地方で行う研修になりまして、そ

れを実行するにあたり地元の方を

活用した方がスムーズにいく面も

ありますのでそういった部分につ

いては再委託をするということに

してしています。 

 

 

・人材養成の研修ということになると

定期的にやると思うのですけれども

だいたい何年に1回くらいやるとかと

いうことはあるのでしょうか。 

 

 

・今回の森林管理円滑化研修は新規

のものになります。技術力維持・向

上対策研修は継続のものになりま

す。 

 

・今回のものは随意契約で企画競争と

いうものですけれども結果として1者

だけだということなのですがどう考

えますでしょうか。 

 

・たくさんの方に参加してもらえる

ように来年の公募の時には公募手

続きの早期執行や、公示日から提案

締め切りの期間を延長することを

検討したいと思っております。 

 

 

その他 

・委員会としての意見はなし。 
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